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国家
ビジョン 国⺠の国、正義の⼤韓⺠国

5つの
国政⽬標

国⺠が
主⼈の政府

共に豊かに
暮らす経済

国⺠の⼈⽣に
責任を負う国家

均衡発展
する地域

平和と繁栄の
朝鮮半島

1. 国⺠主権のろ
うそく⺠主主義
の実現

2. 疎通で統合す
る光化⾨⼤統領

3. 透明で有能な
政府

4. 権⼒機関の⺠
主的改⾰

1. 所得主導成⻑
のための雇⽤創
出の経済

2. より活発な公
正経済

3. 庶⺠と中間層
（中流階級）の
ための⺠⽣経済

4. 科学技術の発
展が先導する第
4次産業⾰命

5. 中⼩ベン
チャー主導の創
業と⾰新成⻑

1. 包容的な福祉
国家

2. 保育と教育に
責任を持つ国家

3. 安全と⽣命を
守る安⼼社会

4. 差別のない公
正社会

5. ⾃由と創意が
溢れる⽂化国会

1. 草の根⺠主主
義を実現する⾃
治分権

2. 平等に豊かに
暮らす均衡発展

3. ⼈が戻ってく
る農⼭漁村

1. 強い安保と責
任国防

2. 南北間和解と
協⼒、朝鮮半島
の⾮核化

3. 国際協⼒を
リードする堂々
とした外交

20の
国政戦略

100の
国政課題

15の課題
(71の実践課題)

26の課題
(129の実践課題)

32の課題
(163の実践課題)

11の課題
(53の実践課題)

16の課題
(71の実践課題)

⽂在寅政権「100⼤国政課題」(2017. 7. 19.)
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1. 幼児教育から⼤学まで
教育の公共性の強化

2. 教室⾰命を通じた公教育の⾰新

3. 教育の希望はしごの復元

4. ⾼等教育の質の向上及び

平⽣(⽣涯)職業教育の⾰新

5. 将来の教育環境づくり及び

安全な学校の具現化

6. 教育⺠主主義の回復及び教育⾃治の
強化



「 」
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すべての国⺠は均等に教育を受ける権利がある。
少なくとも初等教育は義務的かつ無償とする ⾯
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政府の保育費
⽀援形態

1) 保育費⽀援の変化
- (1999年) 最低⽣計費未満の低所得層世帯への保育費⽀援

- (2004年) 保育費⽀援対象の拡⼤及び世帯所得に応じた差等⽀援

- (2009年) 満4歳以下(所得下位50％世帯)、満5歳(所得下位70％世帯)への⽀援

- (2011年) 満5歳以下(所得下位70％世帯)への⽀援

- (2012年) 満2歳以下及び満5歳“全階層”への⽀援

- (2013年) 満5歳以下 “全階層”への⽀援 à 満5歳以下の乳幼児”無償保育”開始

保育所に預ける場合︓政府が保育所に保育費を⽀払う

家庭で世話する場合︓毎⽉、家庭養育⼿当を⽀給
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区分 満0歳
(12か⽉未満)

満1歳
(24か⽉未満)

満2歳
(36か⽉未満) 満3-5歳

保育所(幼稚園)に
通う場合 ⽉49.9万ウォン ⽉43.9万ウォン ⽉36.4万ウォン

-教育課程⽀援⾦: ⽉28万ウォン
(国・公⽴幼稚園: 10万ウォン)

+
-放課後課程⽀援⾦: ⽉7万ウォン
(国・公⽴幼稚園: 5万ウォン)

家庭で
世話する場合 ⽉20万ウォン ⽉15万ウォン ⽉10万ウォン ⽉10万ウォン (満3~7歳)

- (2022年現在) ヌリ家庭

•⽀援⾦名称: 保育所(保育料)、幼稚園(幼児学費)、家庭(家庭養育⼿当)

• ʻ保育ʼは保健福祉部管轄で 「乳幼児保育法」 第34条(無償保育)において、 ʻ幼児教育ʼは教育部管轄で 「幼児教育法」
第24条(無償教育)において、それぞれ保育料(6歳未満の就学前児童) 及び幼児学費(就学前3年) の⽀援を規定している
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1) ⾼校無償教育の導⼊過程
- ⾼校進学率が99.7%に達するが、 36のOECD加盟国の中で唯⼀⾼校無償教育を実施し

ていない国(2019年基準)

- 2019年2学期から段階的に⾼校無償教育を導⼊ à 2021年に⾼校無償教育の全⾯導⼊

出典:連合ニュース 11

2019年2学期
(実施時期)

49万名
(対象⼈数)
2020年
88万名

2021年

126万名

⾼校3学年

⾼校2〜3学年

⾼校全学年

3900億ウォン(所要額)

1兆3千億
ウォン

2兆ウォン

低所得世帯の⽉平均可処分所得が約13万ウォン+効果
⾼校⽣1⼈をもつ世帯当り、年平均158万ウォン節減



年度 総額 国 ⾃治体 教育庁

2021年
19,951億ウォン 9,466億ウォン 1,019億ウォン 9,466億ウォン

100% 47.5% 5.0% 47.5%

出典 : 企画財政部
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2) ⾼校無償教育の財源確保案

- (2019年 2学期) 市・道教育庁の独⾃予算編成での推進

- (2020~2024年) 国(47.5%)、⾃治体(5%)、教育庁(47.5%) の⽐率で財源負担

教育庁
(47.5%)

国
(47.5%)

⾃治体
(5%)

à ⽣徒1⼈当たり年平均約158.2万ウォン程度の⽀援を受ける効果
(⼊学⾦、授業料、学校運営⽀援費、教科書購⼊費の⽀援)
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3) ⾼校無償教育の法的根拠

- 安定的な制度の施⾏のための 『初・中等教育法』改正(2019.10.)

法律 新設された内容

初・中等教育法
[法律 第16672号

2019. 12. 3
⼀部改正]

第10条の2（⾼等学校等の無償教育）
①第2条第3号の規定による⾼等学校・⾼等技術学校及びこれに準ずる各種学校の

教育に必要な次の各号の費⽤は無償とする。
1.⼊学⾦ 2.授業料 3.学校運営⽀援費 4.教科⽤図書購⼊費
②第1項各号の費⽤は、国及び地⽅⾃治体が負担し、学校の設⽴者·経営者は、⽣

徒と保護者からこれを受けることができない。
③第1項及び第2項の規定にかかわらず、⼤統領令で定める私⽴学校の設⽴者·経

営者は、⽣徒と保護者から第1項各号の費⽤を受けることができる。
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3) ⾼校無償教育の法的根拠
- 安定的な財源確保のための『地⽅教育財政交付⾦法』改正(2019.12.)

à 政府は必要な実所要額を算定後、既存交付⾦に増額して交付

法律 新設された内容

地⽅教育財政
交付⾦法

[法律 第16673号
2019. 12. 3

⼀部改正]

第3条（交付⾦の種類や財源） ①〜③（現⾏と同じ）
④国は、地⽅教育の財政上、やむを得ない需要がある場合には、国の予算で定め

るところにより、第1項及び第2項の規定による交付⾦のほか、別に増額交付する
ことができる。

第14条（⾼等学校等の無償教育経費の負担に関する特例）

①国は「初・中等教育法」第10条の2による⾼等学校等の無償教育に要する費⽤
のうち1,000分の475に相当する⾦額を第3条第4項の規定により別に増額交付し

なければならない。
②市·道及び市·郡·区は「初・中等教育法」第10条の2に基づく⾼等学校等の無償
教育に必要な費⽤のうち1,000分の50に相当する⾦額を⼤統領令で定めるところ

により、教育費特別会計に転出しなければならない。





Ø 2009年以降 ⼤学の登録⾦(学納⾦)引き上げ抑制

Ø 2012年 国家奨学⾦の導⼊

Ø 2018年 国公⽴⼤学の新⼊⽣を対象に⼊学⾦廃⽌

Ø 2022年までに私⽴⼤学の⼊学⾦を段階的に廃⽌
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§ (1989年) 『学校の授業料及び⼊学⾦に関する規則』改正 à 私⽴⼤学に対する
登録⾦上限制の廃⽌

§ (2002年) 国⽴⼤学も⼤学の⻑が授業料、⼊学⾦を決められるよう規則改正
à 国⽴⼤学の登録⾦が急速に増加(物価上昇率の2~3倍の⽔準)

§ (2007年) ⼤統領選挙で⼤学登録⾦の引き下げと登録⾦半額が⼤きく注⽬

§ (2009年) 2008年の世界的な⾦融危機の影響で、ほとんどの⼤学の登録⾦凍結

§ (2010年 6⽉) 地⽅選挙の過程で李明博政権の半額登録⾦公約の未履⾏が注⽬を
受け始めるà ⼤学登録⾦問題が社会問題化され始める
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主な改正内容

第2条（登録⾦審議委員会）

① 「⾼等教育法」第2条各号に該当する学校の⻑は、授業料とその他の納付⾦(登録⾦)を定めるときは、法

第11条第2項による登録⾦審議委員会の審議を経なければならない。 (中略)

③ 委員会は、教職員、学⽣、関連専⾨家の中から、それぞれの構成単位を代表することができる者で構成

するが、保護者⼜は同⾨を含むことができる。 (以下、省略)

第3条（登録⾦の免除・減額）(中略) 

② 学校は、当該の学年度に全学⽣が納付すべき登録⾦総額の10％以上に当たる登録⾦を学⽣に免除し、⼜

は減額しなければならない。この場合、経済的に困難な学⽣に対し減免する額が総減免額の30％以上とな
るようにしなければならない。

§ (2010年 12⽉) 『学校授業料及び⼊学⾦に関する規則』à『⼤学登録⾦に
関する規則』に改正 & 各⼤学に登録⾦審議委員会を設置



§ 「⼤学登録⾦に関する規則」 2011年12⽉改正 à 第2条第4項に“学⽣委員の数
は全体委員の定数の10分の3以上 ”となるよう規定

§ 登録⾦の引き上げは 『⾼等教育法』 第11条(登録⾦及び登録⾦審議委員会)に基づき
“直前3カ年度の平均消費者物価上昇率の1.5倍 以内”で可能 à 2008年以降、
ほとんどの⼤学が登録⾦の凍結または引き下げ

- 2010年から政府財政⽀援事業の評価指標に ʻ登録⾦の引き上げ⽔準ʼ を含む

- 2012年に導⼊された国家奨学⾦Ⅱ類型(⼤学の⾃助努⼒連携⽀援) ⽀援⼤学の選定指標
にʻ登録⾦の引き下げ規模ʼ を含む

- 2019年から政府財政⽀援事業の対象選定時 ʻ登録⾦の引き上げ指標ʼ 除外 à しかし 国
家奨学⾦Ⅱ類型⽀援⼤学選定には、未だに登録⾦の引き上げ⽔準を反映

19
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§ 新⼊⽣への⼊学⾦賦課 à ⼊学⾦の性格と徴収⽬的、算定根拠などが不明確
＆⾦額が⼤学によって千差万別

§ (2017年 8月) 国公立大学総長協議会 à 私立大学は拒否

§ (2017年 9⽉) 教育部、私⽴⼤学⼊学⾦実態調査の実施
- 4年制私⽴⼤学80校を対象に⼊学⾦使⽤実態調査 à 33.4%は⼀般⼤学運営費として執⾏
＆ 52.0％は広報費・奨学⾦など à 実際、⼊学に関連した執⾏は14.6％⽔準

§ (2017年 11⽉) 全国4年制⼤学⼊学⾦全⾯廃⽌に合意

§ (2018年 1⽉) 私⽴専⾨⼤学（短期⼤学）も⼊学⾦廃⽌が確定

§ (2019年 12⽉) 『⾼等教育法』第11条第2項を新設し、学⽣から⼊学⾦を受
け取らないよう明⽂化 21



§ (2020年 1⽉) 国内初のCOVID-19
感染者の発⽣

§ (2020年 2⽉) 感染者の爆発的増加

§ ほとんどの⼤学が⾮対⾯オンライン授業
を前提に3⽉2~3週⽬に開講

§ オンラインによる⾮対⾯授業で学期運営

v 全国⼤学学⽣会ネットワークは、全国40校余りの⼤学3,500名余りの学
⽣たちとともに、所属⼤学及び政府を相⼿に登録⾦の25％を返還要求
(私⽴⼤学: 学⽣⼀⼈当たり100万ウォン / 国⽴⼤学: 学⽣⼀⼈当たり 50 万ウォン)
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§ ⼤韓⺠国国会は1990年3⽉に国際連合(UN)の ʻ経済的、社会的及び⽂化的権利に
関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights)を批准

- 国際規約第13条第2項 (c)号に “⾼等教育は、すべての適当な⽅法により、特に、
無償教育の漸進的な導⼊により、すべての者に対して均等に機会が与えられる
ものとすること”と規定

§ ただし、ʻ⾼等教育ʼに対する権利は、“直ちに”権利を実現すべき無償の初等教育と
は異なり、国家の可⽤資源に依存して“漸進的”に実現される権利と規定
à ⾼等教育の無償化論議は、国の政策において優先的に考慮されなかった

国際規約 国会批准 (1990.3.16.)
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§ パク・ワンジュ議員『地⽅⼤学及び地域均衡⼈材育成に関する法律』改正案発議 (2020.8.18.)

“地⽅国公⽴⼤学の学⽣の授業料などの納付⾦全額を国または地⽅⾃治体が負担”

§ ソ・ドンヨン議員など『⾼等教育財政交付⾦法』制定発議 (2021.10.27.)

“内国税の⼀定⽐率をʻ⾼等教育財政交付⾦ʼとして確保し、⾼等教育機関の運営に必要な財源の
全部または⼀部を国が交付することで、⾼等教育の公共性の拡⼤及び経済⼒の強化を図る”

§ イ・テギュ議員など『⾼等・平⽣(⽣涯)教育⽀援特別会計法』制定発議 (2022.9.2.)

- 「地⽅教育財政交付⾦法」により安定的な予算が確保される初・中等教育とは異なり、⾼等
教育財源は所要財源を安定的に確保するのに限界

- 特別会計予算の規模は総額11兆 2000億ウォン(既存の⼤学競争⼒強化事業費8兆ウォン + 
教育税移管3兆2000億ウォン)とし、教育庁・⾃治体と連携した地域の⼤学、地域⼈材養成、
教員の再教育などに集中投資

第21代国会(2020.5.~現在) での論議

27





§ ⾼等教育の価値と⽬的

- ⾼等教育の履修を通じた社会的・経済的(国家競争⼒の向上)、政治的(政治的安定) 効果を期待

- しかし、学習者の⼤学進学に要する費⽤は⾃らが負担する構造
(ß 成⼈学習者に対する教育は、社会的必要性(need) よりは個⼈的欲求(want)として認識) 
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分配的公平性

消費者主権

市⺠権

学⽣が教育商品とサービスを⾃由に購⼊

à 学⽣の個⼈的⾃律性(autonomy) 認定

市⺠教育を通じて、個⼈は⾃律性の確保
＆ 国家は政治的安定を図る

⾼等教育は個⼈の市場的側⾯ (所得)と⾮市場的
側⾯(健康、関係、政治参加など)を向上させる
à 社会的平等(分配的公平性) の強化



§ ⾼等教育の価値と⽬的

- ただし、市⺠教育は基本教育(普通教育)段階から相当部分を実践 à 追加的な投資は浪費 & すでに⼤学
では各専攻分野ごとの職業倫理、価値レベルの教育を提供 à 市⺠⼒強化のための⾼等教育の役割も重
要であるが、国の積極的な介⼊を正当化するほどの理由ではない

- ⾃由主義においてすべての市⺠が幸せな⼈⽣を追求するためには“⾃律性” が必要

à 市⺠の⾃律的な⼈⽣を保障するために国レベルの⽀援(教育を含む)が必要
à ⾼等教育の主要な公共的、政治的⽬標としてもっぱら “⾃律性”だけが重要な価値をもつ

§ 成⼈にとって⾼等教育の権利保障が必要な理由
- Joseph Razは “⼈間は様々な選択肢があり、それらの選択肢の中からいくつかを選択して⾃分の⼈⽣

を切り開いたときにようやく⾃律的である”という

- ⾼等教育の履修可否を個⼈が選択できた際にようやく⾃律性が保障される
(à 国は⾼等教育の権利を保障するが、履修可否は個⼈が選択できるようにしなければならない)

- 学⽣にtuition fee(授業料)負担 à 個⼈が⾃⾝の⼈⽣のために⾃律的に策定した計画につまづく(制限さ
れた⾃律性) & 貧困層にとって⾼等教育は贅沢であると認識
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§ 脆弱階層(社会的弱者層)だけ⽀援しても⾼等教育の権利は保障されるのではないか?

- 中間層以上はすでに⾼等教育のための資源を⼗分に確保 à 国が保障しなくても⾃律権を⾏使
(à 普遍的な⾼等教育の権利保障は富裕な学⽣にも⽀援 à ⼤衆の反発)

- そうであれば、国は脆弱階層(社会的弱者層)の⾼等教育の権利だけを保障すれば良いのではないか︖

à 中間層(租税負担、but 学費⽀払)のジレンマが⽣じる
& 無償教育から除外された学⽣(富裕層)が教育の成果を社会に還元しなければならない理由(名分)がなくなる

- 結局、国の⾼等教育へのfull-supportが国⺠の⾃律性を保障するために必ず必要

§ ⾼等教育の権利 韓国の状況にあてはめると?

- ⾼等教育機関への進学率(満18~21歳)が71.5%に達する韓国 (ßà カナダ 20歳 58.9%)

- 4年制⼤学のうち81.7%が私⽴⼤学, 学⽣全体の76.9%が私⽴⼤学に在学 (ßà カナダ 39.3%が私⽴)

à ⾼等教育無償化を推進する際、莫⼤な⾼等教育財政が必要
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